
  

酒
税
法
及
び
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

 

改 
 

正 
 

案 
 

 

現 
 
 
 
 

行 
  

（
酒
税
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

（
免
許
の
要
件
） 

第
十
条 

第
七
条
第
一
項
、第
八
条
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
申
請
が

あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
税
務
署
長

は
、
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

免
許
の
申
請
者
が
第
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
五
号
若
し
く
は
第

十
四
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
者
又
は
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し

く
は
第
五
号（
許
可
の
取
消
し
等
）（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
条（
準
用
）、

第
二
十
五
条
（
準
用
）
及
び
第
三
十
条
（
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合 

二 

酒
類
製
造
者
若
し
く
は
酒
類
の
販
売
業
免
許
を
受
け
た
者
（
以
下
「
酒
類
販
売

業
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
法
人
が
第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
五

号
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り

消
さ
れ
た
場
合
（
第
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合    

（
免
許
の
要
件
） 

第
十
条 

（
同 

上
） 

  

一 

免
許
の
申
請
者
が
第
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
第
五
号
若
し
く
は
第

十
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
者
又
は
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し

く
は
第
五
号
（
許
可
の
取
消
し
等
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
条
（
準
用
）
、

第
二
十
五
条
（
準
用
）
及
び
第
三
十
条
（
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合 

二 

酒
類
製
造
者
若
し
く
は
酒
類
の
販
売
業
免
許
を
受
け
た
者
（
以
下
「
酒
類
販
売

業
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
法
人
が
第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
五

号
若
し
く
は
第
十
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り

消
さ
れ
た
場
合
（
第
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合



  

に
つ
い
て
は
当
該
法
人
が
第
七
号
又
は
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
者
に
、
第
十
四

条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
当
該
法
人

が
第
七
号
又
は
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と

に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
第
三
条
第
一
項
（
製
造
の
許

可
）
、
第
十
六
条
第
一
項
（
輸
入
の
許
可
）
、
第
二
十
一
条
第
一
項
（
販
売
の
許

可
）
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
（
使
用
の
許
可
）
の
許
可
を
受
け
た
法
人
が

同
法
第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
同
法
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
（
同
法
第
十
二
条
第
二
号
（
同

法
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
人
が
同
法
第

五
条
第
一
号
（
欠
格
条
項
）
（
同
法
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

こ
と
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
原
因
と

な
つ
た
事
実
が
あ
つ
た
日
以
前
一
年
内
に
当
該
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
役
員

で
あ
つ
た
者
で
当
該
法
人
が
そ
の
取
消
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す

る
ま
で
の
も
の
が
免
許
を
申
請
し
た
場
合 

三 

免
許
の
申
請
者
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年

者
又
は
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
若
し
く
は
被
補
助
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
法
定

代
理
人
（
酒
類
の
製
造
又
は
販
売
に
係
る
営
業
に
関
し
代
理
権
を
有
す
る
も
の
に

限
る
。
）
が
前
二
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
場
合 

に
つ
い
て
は
当
該
法
人
が
第
七
号
に
規
定
す
る
者
に
、
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
当
該
法
人
が
第
七
号
に
規
定

す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
ア
ル
コ

ー
ル
事
業
法
第
三
条
第
一
項
（
製
造
の
許
可
）
、
第
十
六
条
第
一
項
（
輸
入
の
許

可
）
、
第
二
十
一
条
第
一
項
（
販
売
の
許
可
）
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
一
項
（
使

用
の
許
可
）
の
許
可
を
受
け
た
法
人
が
同
法
第
十
二
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四

号
若
し
く
は
第
五
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第

三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ

れ
た
場
合
（
同
法
第
十
二
条
第
二
号
（
同
法
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三

十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ

た
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
人
が
同
法
第
五
条
第
一
号
（
欠
格
条
項
）
（
同
法

第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
原
因
と
な
つ
た
事
実
が
あ
つ
た
日
以
前
一
年

内
に
当
該
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
役
員
で
あ
つ
た
者
で
当
該
法
人
が
そ
の
取

消
し
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
も
の
が
免
許
を
申
請
し

た
場
合 

三 

免
許
の
申
請
者
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年

者
又
は
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
若
し
く
は
被
補
助
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
法
定

代
理
人
（
酒
類
の
製
造
又
は
販
売
に
係
る
営
業
に
関
し
代
理
権
を
有
す
る
も
の
に

限
る
。
）
が
前
二
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
場
合 



  

四 

免
許
の
申
請
者
又
は
前
号
に
規
定
す
る
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の

役
員
の
う
ち
に
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
者

が
あ
る
場
合 

五 

免
許
の
申
請
者
が
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す

る
者
を
免
許
申
請
に
係
る
製
造
場
又
は
販
売
場
に
係
る
支
配
人
と
し
よ
う
と
す

る
場
合 

六
・
七 

（
省 

略
） 

七
の
二 

免
許
の
申
請
者
が
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
二
十

号
）
の
規
定
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
九
条
第
三
項
第
四
号
（
同
法
第
二
十

二
条
第
五
号(

禁
止
行
為)

（
酒
類
の
提
供
に
係
る
部
分
に
限
り
、
同
法
第
三
十
二

条
第
三
項
（
深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
規
制
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
九
号
（
同
法
第
二
十
八

条
第
十
一
項
第
四
号
（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
禁
止
区
域
等
）
（
酒
類
の
提

供
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
第

十
二
号
（
同
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
五
号
（
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

業
の
禁
止
区
域
等
）
（
酒
類
の
提
供
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
五
十
条
（
同
法
第
四
十
九
条
第
三
項
第
四
号
、

第
九
号
又
は
第
十
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
若
し
く
は
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の

規
定
（
同
法
第
四
十
八
条
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
、
又
は
刑
法
（
明
治
四
十

四 

免
許
の
申
請
者
又
は
前
号
に
規
定
す
る
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の

役
員
の
う
ち
に
第
一
号
、
第
二
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
者
が
あ
る

場
合 

五 

免
許
の
申
請
者
が
第
一
号
、
第
二
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
者
を

免
許
申
請
に
係
る
製
造
場
又
は
販
売
場
に
係
る
支
配
人
と
し
よ
う
と
す
る
場
合 

 

六
・
七 

（
同 

上
） 

              



  

年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
条
（
傷
害
）
、
第
二
百
六
条
（
現
場
助
勢
）
、

第
二
百
八
条
（
暴
行
）
、
第
二
百
八
条
の
三
（
凶
器
準
備
集
合
及
び
結
集
）
、
第

二
百
二
十
二
条
（
脅
迫
）
若
し
く
は
第
二
百
四
十
七
条
（
背
任
）
の
罪
若
し
く
は

暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
の
罪
を
犯
し

た
こ
と
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
者
で
あ
る
場
合 

八
～
十
二 

（
省 

略
） 

 

（
酒
類
の
製
造
免
許
の
取
消
し
） 

第
十
二
条 

酒
類
製
造
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
税
務

署
長
は
、
酒
類
の
製
造
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

（
省 

略
） 

二 

第
十
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規

定
す
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
又
は
酒
税
に
係
る
滞
納
処
分
を
受

け
た
場
合 

三 

（
省 

略
） 

四 

三
年
以
上
引
き
続
き
酒
類
の
製
造
数
量
が
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
数
量

に
達
し
な
い
場
合
。
た
だ
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除

く
。 

五 
(

省 

略)  

 

     

八
～
十
二 

（
同 

上
） 

 

（
酒
類
の
製
造
免
許
の
取
消
） 

第
十
二
条 

酒
類
製
造
者
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
税
務
署
長
は
、

酒
類
の
製
造
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

（
同 

上
） 

二 

第
十
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
に
規
定
す
る
者

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
又
は
酒
税
に
係
る
滞
納
処
分
を
受
け
た
場
合 

 

三 

（
同 

上
） 

四 

三
年
以
上
引
き
続
き
酒
類
の
製
造
数
量
が
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
数
量

に
達
し
な
い
場
合
。
但
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
く
。 

 
五 
（
同 

上
） 

 



  

（
酒
類
の
販
売
業
免
許
の
取
消
し
） 

第
十
四
条 

酒
類
販
売
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
税

務
署
長
は
、
酒
類
の
販
売
業
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

（
省 
略
） 

二 

第
十
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合 

  

三 

二
年
以
上
引
き
続
き
酒
類
の
販
売
業
を
し
な
い
場
合 

            

（
酒
類
の
販
売
業
免
許
の
取
消
し
） 

第
十
四
条 

（
同 

上
） 

 

一 

（
同 

上
） 

二 

第
十
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合 

三 

未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
二
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
罰
金

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合 

四 

（
同 

上
） 

            



   
（
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

酒
類
業
組
合 

第
一
節 

総
則
（
第
三
条
―
第
八
条
） 

第
二
節 

組
合
員
（
第
九
条
―
第
十
三
条
） 

第
三
節 

設
立
（
第
十
四
条
―
第
二
十
二
条
） 

第
四
節 

管
理
（
第
二
十
三
条
―
第
四
十
一
条
） 

第
五
節 

事
業
（
第
四
十
二
条
―
第
五
十
二
条
） 

第
六
節 

解
散
及
び
清
算
（
第
五
十
三
条
―
第
五
十
八
条
） 

第
七
節 

登
記
（
第
五
十
九
条
―
第
七
十
八
条
） 

第
三
章 

連
合
会
及
び
中
央
会
（
第
七
十
九
条
―
第
八
十
三
条
の
二
） 

第
四
章 

酒
税
保
全
措
置
（
第
八
十
四
条
―
第
八
十
六
条
の
九
） 

第
五
章 

監
督
（
第
八
十
七
条
―
第
九
十
一
条
） 

第
六
章 

雑
則
（
第
九
十
二
条
―
第
九
十
五
条
） 

第
七
章 

罰
則
（
第
九
十
六
条
―
第
百
一
条
） 

附
則 

 

    

目
次 第

一
章 

（
同 

上
） 

第
二
章 

（
同 

上
） 

第
一
節 

（
同 

上
） 

第
二
節 

（
同 

上
） 

第
三
節 

（
同 

上
） 

第
四
節 

（
同 

上
） 

第
五
節 

（
同 

上
） 

第
六
節 

（
同 

上
） 

第
七
節 

（
同 

上
） 

第
三
章 

（
同 

上
） 

第
四
章 

酒
税
保
全
措
置
（
第
八
十
四
条
―
第
八
十
六
条
の
八
） 

第
五
章 

（
同 

上
） 

第
六
章 

（
同 

上
） 

第
七
章 

（
同 

上
） 

附
則 

 



  

（
酒
類
の
表
示
に
関
す
る
命
令
） 

第
八
十
六
条
の
七 

財
務
大
臣
は
、前
条
第
三
項
の
指
示
を
受
け
た
者
が
そ
の
指
示
に

従
わ
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
遵
守
し
な
か
つ
た
表
示
の
基
準
が
、
同
条
第

一
項
の
表
示
の
基
準
の
う
ち
、酒
類
の
取
引
の
円
滑
な
運
行
及
び
消
費
者
の
利
益
に

資
す
る
た
め
特
に
表
示
の
適
正
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
財
務
大
臣
が

定
め
る
も
の
（
以
下
「
重
要
基
準
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
者
に
対
し
、
当
該
重
要
基
準
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

（
国
税
審
議
会
へ
の
諮
問
） 

第
八
十
六
条
の
八 

財
務
大
臣
は
、第
八
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
酒
類
の

表
示
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
重
要
基
準
を
定

め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
税
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
酒
類
販
売
管
理
者
） 

第
八
十
六
条
の
九 

酒
類
小
売
業
者
（
酒
類
製
造
業
者
又
は
酒
類
卸
売
業
者
で
あ
つ
て
酒

類
製
造
業
者
及
び
酒
類
販
売
業
者
以
外
の
者
に
酒
類
を
販
売
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
販
売
場
ご
と
に
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
販
売
場
に
お
い
て
酒
類
の
販
売
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
か
ら
酒
類
販
売
管
理

者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
、
当
該
酒
類
小
売
業
者
又
は
当
該
販
売
場
に
お
い
て
酒
類
の

（
酒
類
の
表
示
に
関
す
る
命
令
） 

第
八
十
六
条
の
七 

財
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
の
基
準
を
定
め

た
事
項
の
う
ち
、
酒
類
の
取
引
の
円
滑
な
運
行
及
び
消
費
者
の
利
益
に
資
す
る
た
め
、

特
に
表
示
の
適
正
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
つ
き
、
酒
類
製
造

業
者
又
は
酒
類
販
売
業
者
に
対
し
、
財
務
省
令
を
も
つ
て
、
表
示
の
基
準
を
遵
守
す

べ
き
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

（
国
税
審
議
会
へ
の
諮
問
） 

第
八
十
六
条
の
八 

財
務
大
臣
は
、
第
八
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
酒
類
の

表
示
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
税
審
議
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

        



  

販
売
業
務
に
従
事
す
る
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
酒
類
の
販

売
業
務
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
遵
守
し
て
そ
の
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
助

言
又
は
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

酒
類
小
売
業
者
は
、
酒
類
販
売
管
理
者
に
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
酒
類
販
売
管
理
者
に
選
任
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

 

一 

未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
で
あ
る
場
合 

 

二 

酒
税
法
第
十
条
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
者

に
該
当
す
る
場
合 

３ 

酒
類
小
売
業
者
は
、
酒
類
販
売
管
理
者
が
行
う
第
一
項
の
助
言
を
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
当
該
販
売
場
に
お
い
て
酒
類
の
販
売
業
務
に
従
事
す
る
使
用
人
そ
の
他
の
従

業
者
は
、
酒
類
販
売
管
理
者
が
行
う
同
項
の
指
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

酒
類
小
売
業
者
は
、
酒
類
販
売
管
理
者
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
財
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
旨
を
財
務
大
臣
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

酒
類
小
売
業
者
は
、
酒
類
販
売
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
三
月
以
内
に
、
財
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
酒
類
販
売
管
理
者
に
、
酒
類
の
販
売
業
務
に
関

す
る
法
令
に
係
る
研
修
（
小
売
酒
販
組
合
、
小
売
酒
販
組
合
連
合
会
又
は
小
売
酒
販
組

合
中
央
会
そ
の
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
つ
て
、
財
務
大
臣
が
、
財
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
酒
類
の
販
売
業
務
に
関
す
る
法
令
の
知
識
が
十
分
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
研
修
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
て
指
定
し
た
も
の
が

                     



  

行
う
も
の
を
い
う
。）
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 
財
務
大
臣
は
、
酒
類
販
売
管
理
者
が
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め

た
と
き
、
又
は
そ
の
者
が
そ
の
職
務
に
関
し
酒
類
の
販
売
業
務
に
関
す
る
法
令
の
規
定

に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
情
状
に
よ
り
酒
類
販
売
管
理
者
と
し
て
不
適
当
で
あ

る
と
認
め
た
と
き
は
、
酒
類
小
売
業
者
に
対
し
、
当
該
酒
類
販
売
管
理
者
の
解
任
を
勧

告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
九
十
八
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。 

一
・
二 

（
省 

略
） 

二
の
二 

第
八
十
六
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
酒
類
販
売
管
理
者
を
選
任
し

な
か
つ
た
者 

三 

（
省 

略
） 

 

第
百
一
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
酒
類
業
組
合
等
の

発
起
人
、
理
事
、
監
事
若
し
く
は
清
算
人
又
は
酒
類
製
造
業
者
若
し
く
は
酒
類
販
売
業

者
は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
て
酒
類
業
組
合
等
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業

以
外
の
事
業
を
営
ん
だ
と
き
。 

二
～
十
一 

（
省 

略
） 

十
二 

第
四
十
三
条
第
三
項
（
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第

       

第
九
十
八
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一
・
二 

（
同 

上
） 

  

三 

（
同 

上
） 

 

第
百
一
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
酒
類
業
組
合
等
の
発
起
人
、

理
事
、
監
事
若
し
く
は
清
算
人
又
は
酒
類
製
造
業
者
は
、一
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
い
て
酒
類
業
組
合
等
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
以
外

の
事
業
を
営
ん
だ
と
き
。 

二
～
十
一 

（
同 

上
） 

十
二 

第
四
十
三
条
第
三
項
（
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四



  

四
十
六
条
第
二
項
（
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
八
十
六

条
の
九
第
四
項
又
は
第
八
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
怠
つ
た
と
き
。 

十
三
～
十
六 

（
省 

略
） 

十
七 
裁
判
所
の
選
任
し
た
清
算
人
に
事
務
の
引
渡
し
を
し
な
い
と
き
。 

十
八 

（
省 
略
） 

                

十
六
条
第
二
項
（
第
八
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
又
は
第
八
十
七

条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
怠
つ
た
と
き
。 

十
三
～
十
六 

（
同 

上
） 

十
七 

裁
判
所
の
選
任
し
た
清
算
人
に
事
務
の
引
渡
を
し
な
い
と
き
。 

十
八 

（
同 

上
） 

 



   
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
免
許
の
要
件
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
酒
税
法
（
以
下
「
旧

酒
税
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
又
は
第
九
条
第
一
項
の
免
許
の
申

請
を
し
た
者
の
当
該
申
請
に
係
る
免
許
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 

  

（
免
許
の
取
消
し
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
酒
税
法
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
若
し
く
は
第

九
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
免
許
の
申

請
に
基
づ
き
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
酒
税
法
（
以

下
「
新
酒
税
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
若
し
く
は
第
九
条
第
一
項

の
免
許
を
受
け
た
者
に
対
す
る
新
酒
税
法
第
十
二
条
、
第
十
三
条
又
は
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
由
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  



   
（
酒
類
販
売
管
理
者
の
選
任
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
酒
税
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
九
条
第
一
項
の
免

許
を
受
け
て
い
る
酒
類
小
売
業
者
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
酒
税
の
保
全
及
び

酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
組
合
法
」
と
い
う
。）
第
八
十
六
条
の
九
第
一

項
に
規
定
す
る
酒
類
小
売
業
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
か
ら
一
月
以
内
に
、
酒
類
販
売
管
理
者
を
選
任
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
酒
類
の
販
売
管
理
研
修
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
酒
税
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
九
条
第
一
項
の
免

許
を
受
け
て
い
る
酒
類
小
売
業
者
は
、
施
行
日
以
後
最
初
に
選
任
し
た
酒
類
販
売
管
理
者

に
つ
い
て
は
、
新
組
合
法
第
八
十
六
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か

ら
一
年
以
内
に
、
酒
類
の
販
売
業
務
に
関
す
る
法
令
に
係
る
研
修
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
免
許
の
申
請
に
基
づ
き
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
新
酒
税
法

第
七
条
第
一
項
又
は
第
九
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
た
酒
類
小
売
業
者
は
、
当
該
免
許
を

受
け
た
日
以
後
最
初
に
選
任
し
た
酒
類
販
売
管
理
者
に
つ
い
て
は
、
新
組
合
法
第
八
十
六

条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
酒
類
販
売
管
理
者
を
選
任
し
た
日
か
ら
六
月
以

内
に
、
酒
類
の
販
売
業
務
に
関
す
る
法
令
に
係
る
研
修
を
受
け
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 



  

（
罰
則
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
六
条 
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

  


